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高
知
市
公
共
調
達
条
例
の
特
徴
と
制
度
運
用
の
現
状
に
つ
い
て

　 
―
二
〇
一
八
年
調
査
の
結
果
に
基
づ
き

　

正　

木　

浩　

司

の
意
味
で
使
用
）
側
が
公
契
約
条
例
の
制
定
に
向
か
う
意

思
を
表
明
し
た
の
は
、
岡
﨑
市
政
下（

４
）の
二
〇
〇
八
年
春
以

降
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
前
の
関
係
す
る
動
き
を
振
り
返
る
と
、
市
議
会

の
会
派
の
一
部
が
条
例
制
定
を
求
め
る
質
問
を
定
例
会
の

場
で
断
続
的
に
行
っ
た
り
、
例
え
ば
高
知
県
公
務
労
組
連

絡
会
に
よ
る
「
公
契
約
条
例
制
定
に
向
け
て
の
陳
情
に
つ

い
て
」（
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
、
労
働
組
合
か
ら
条
例
制

定
を
求
め
る
陳
情
・
請
願
が
市
議
会
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ

を
議
会
が
採
択
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
動
き
と
並
行
し
て
、
工
事
で
の
総
合

評
価
落
札
方
式
の
試
行
（
二
〇
〇
七
年
七
月
）
と
正
式
実

施
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
業
務
委
託
で
の
最
低
制
限
価

格
制
度
の
導
入
（
二
〇
〇
七
年
四
月
）
な
ど
、
入
札
・
契

約
制
度
に
関
わ
る
改
革
が
着
々
と
進
め
ら
れ
た
り
も
し
て

い
た
。

　

そ
う
し
た
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
も
、
公
契
約
条
例
の

制
定
に
関
し
て
は
市
側
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な
か
っ

た
の
が
、
前
述
の
と
お
り
二
〇
〇
八
年
春
に
大
き
く
転
換

は
じ
め
に

　

連
合
北
海
道
な
ど
五
団
体
で
構
成
す
る
「
公
契
約
条
例

を
社
会
に
広
げ
る
こ
と
を
め
ざ
す
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
」

（
以
下
、
公
契
約
Ｗ
Ｔ
）

（
１
）

は
、
二
〇
一
七
年
三
月
よ
り
活

動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
以
降
、
市
民
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開

催
、
公
契
約
条
例
に
関
す
る
学
習
会
な
ど
、
様
々
な
活
動

を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
一
環
で
、
条
例
制
定
自

治
体
に
お
け
る
制
定
プ
ロ
セ
ス
、
制
度
運
用
の
現
状
・
課

題
、
条
例
の
効
果
な
ど
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
現
地
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
も
実
施
し
て
お
り
、
そ
の

第
三
回
目（

２
）と
し
て
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
四
日
、
高
知
県

高
知
市
に
お
い
て
、
市
の
入
札
・
契
約
の
主
管
課
、
市
議

会
、
労
働
組
合
の
関
係
者
を
対
象
に
、
現
地
で
ヒ
ア
リ
ン

グ
調
査
を
実
施
し
た
。
本
稿
は
こ
の
高
知
市
調
査
の
結
果

に
つ
い
て
報
告
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。

　

高
知
市
が
本
稿
脱
稿
時
点
（
二
〇
一
九
年
三
月
現
在
）

で
運
用
し
て
い
る
公
契
約
条
例
の
名
称
は
「
高
知
市
公
共

調
達
条
例
」（
平
成
二
四
年
一
月
一
日
条
例
第
四
号
）
で

あ
る
。
同
条
例
の
公
布
は
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
（
同
年

四
月
一
日
施
行
）
だ
が
、
当
初
の
条
例
名
は
現
行
と
は
異

な
る
「
高
知
市
公
共
調
達
基
本
条
例
」
で
、
ま
た
、
内
容

上
も
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
条
例
は
、
当
初
は
理

念
型
の
公
契
約
条
例
と
し
て
制
定
さ
れ
、
数
年
後
に
改
正

さ
れ
て
賃
金
保
障
型
の
公
契
約
条
例
と
し
て
の
規
定
を
備

え
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
条
例
名
も
現
行
の
も
の
に
変
更
さ

れ
た
と
い
う
、
全
国
的
に
も
稀
有
な
経
緯
を
持
つ（

３
）。

　

公
契
約
Ｗ
Ｔ
に
よ
る
高
知
市
調
査
で
は
、
大
き
な
特
徴

で
あ
る
条
例
制
定
と
改
正
の
経
緯
・
背
景
の
ほ
か
、
同
市
の

入
札
・
契
約
の
実
施
体
制
、
現
行
の
公
契
約
制
度
の
特
徴
、

制
度
運
用
の
現
状
や
課
題
な
ど
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

１
．
条
例
の
制
定
・
改
正
の
プ
ロ
セ
ス

　

⑴　

条
例
制
定
に
向
か
う
気
運
の
発
生

　

高
知
市
に
お
い
て
、
市
（
以
下
、「
市
の
執
行
機
関
」
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し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
市
議
会
定

例
会
（
二
〇
〇
八
年
三
月
一
三
日
、
本
会
議
）
で
の
市
総

務
部
長
に
よ
る
答
弁
が
そ
の
転
換
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　

公
契
約
条
例
の
制
定
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
公
正
労
働
基
準
の
確
保
に
つ
き
ま
し
て
は
、

労
務
提
供
型
の
委
託
業
務
契
約
に
お
き
ま
し
て
労
働
関
係
法
令

の
遵
守
規
定
を
契
約
書
類
に
明
記
し
、
ま
た
著
し
い
ダ
ン
ピ
ン

グ
受
注
を
排
除
す
る
た
め
、
平
成
一
九
年
度
か
ら
庁
舎
の
清
掃

業
務
に
、
平
成
二
〇
年
度
か
ら
は
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

に
最
低
制
限
価
格
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
、
新
た
な
入
札
制
度

改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
公
共
工
事
や
委
託
業
務
等
に
お
け
る
低
価
格
、
低
単
価

の
契
約
発
注
の
増
大
に
よ
り
、
労
働
者
の
賃
金
、
労
働
条
件
の

低
下
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
憂
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
ま
し
て
、
公
正
労
働
基
準
が
確
保
さ
れ
る
契
約
方
法

や
総
合
評
価
方
式
に
お
け
る
社
会
貢
献
に
取
り
組
む
企
業
へ
の

優
遇
措
置
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
公
共
調
達
に
お
け
る

喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
課
題
解
決
に
向
け
て
は
、（
中
略
）
社
会
的
価
値

の
実
現
に
向
け
た
い
わ
ゆ
る
政
策
入
札
を
実
施
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
本
市
が
推
進
す
る
政
策
を
宣
言
し
た
公

契
約
条
例
と
い
う
べ
き
基
本
条
例
の
制
定
が
必
要
で
あ
り
ま
す

の
で
、
今
後
他
都
市
の
状
況
を
幅
広
く
調
査
、
研
究
し
、
検
討

を
重
ね
、
質
の
高
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
現
に
向
け
取
り
組
ん
で

ま
い
り
た
い
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
以
降
、二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、

市
議
会
の
会
派
の
一
部
や
、
労
働
組
合
諸
団
体
に
よ
る
条

＜資料１＞　高知市公共調達条例に関する年表

年 月日 事　　　　項

2007 ２月22日 高知県公務労組連絡会、「公契約条例制定に向けての陳情について」を市議会に提出 → 市議会採択

４月 業務委託の一部に最低制限価格導入

７月 建設工事で総合評価落札方式を試行

2008 ４月 工事にかかる委託業務に最低制限価格導入

2009 ２月 契約書への労働関係法規の遵守事項追加

４月 建設工事の総合評価方式を正式実施

2010 ５月24日 高知市入札・契約制度検討委員会発足　（同年11月16日まで会議を４回開催）

９月３日 高知県建設労働組合、「公共工事における賃金確保法（公契約法）の条例制定に関する件」

　 を市議会に提出→ 市議会、賛成多数で可決

11月30日 高知市入札・契約制度検討委員会、「高知市入札・契約制度基本指針（提言書）」策定、市長に提出

2011 ３月７日 「高知市入札・契約制度基本方針」、「高知市入札・契約制度基本方針推進計画」策定

４月１日 「高知市入札・契約制度基本方針」、「高知市入札・契約制度基本方針推進計画」施行

2011 12月27日 「高知市公共調達基本条例」可決

2012 １月１日 「高知市公共調達基本条例」公布

４月１日 「高知市公共調達基本条例」施行

〃 「高知市公共調達審議会規則」公布・施行、高知市公共調達審議会設置

2014 ９月26日 「高知市公共調達基本条例」改正案、可決

10月１日 「高知市公共調達基本条例」から改正・改名した「高知市公共調達条例」公布

10月２日 市議会５会派、「公契約における課題への取り組みに関する要望書」を市に提出

2015 ３月20日 改正「高知市公共調達審議会規則」公布・施行

10月１日 「高知市公共調達条例」施行、附則に施行３年以内（2018年９月まで）での見直しの可能性を示唆

〃 「高知市公共調達条例施行規則」公布・施行

2016 ４月18日 「高知市入札・契約制度基本方針」、「高知市入札・契約制度基本方針推進計画」改定

2018 ６月10日 「高知市公共調達条例」等の改正案に関するパブリックコメント実施（～7月9日）、意見なし

９月26日 「高知市公共調達条例」の一部改正案可決 （対象労働者の範囲の明確化、下限額決定の勘案事項の

追加、下請け事業者等の責任の明確化）

10月１日 改正「高知市公共調達条例」、改正「高知市公共調達条例施行規則」公布・施行
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例
制
定
を
求
め
る
運
動
が
い
っ
そ
う
活
発
化
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
例
え
ば
、
高
知
県
建
設
労
働
組
合
が
二
〇
一
〇

年
九
月
に
「
公
共
工
事
に
お
け
る
賃
金
確
保
法
（
公
契
約

法
）
の
条
例
制
定
に
関
す
る
件
」
と
い
う
請
願
を
市
議
会

に
提
出
し
、
市
議
会
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
は
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
基
本

法
」（
平
成
二
一
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
四
〇
号
）
が
制

定
さ
れ
、
こ
れ
も
高
知
市
が
公
共
調
達
条
例
の
制
定
に
向

か
う
背
景
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
同
法
は
、
自

治
体
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
実
施
上
の
基
本
理
念
を
提
示

し
、そ
の
一
つ
に
「
安
全
か
つ
良
質
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
が
、

確
実
、
効
率
的
か
つ
適
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
」（
第
三

条
第
五
号
）
を
掲
げ
て
い
る
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確

保
や
適
正
な
実
施
は
、
公
契
約
条
例
の
主
要
な
立
法
目
的

の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

　

⑵　
「
高
知
市
入
札
・
契
約
制
度
基
本
指
針
（
提
言
書
）」

　
　

の
策
定
と
そ
の
意
義

　

二
〇
一
〇
年
五
月
二
四
日
、
高
知
市
で
は
、
外
部
有
識

者
（
四
名
）
で
構
成
す
る
「
高
知
市
入
札
・
契
約
制
度
検

討
委
員
会
」
を
設
置
し
た
。

　

市
長
か
ら
同
委
員
会
へ
の
諮
問
事
項
は
、「
高
知
市
が

発
注
す
る
建
設
工
事
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
、
物

品
購
入
又
は
委
託
業
務
に
係
る
入
札
及
び
契
約
制
度
を
適

正
に
運
用
す
る
た
め
の
指
針
の
策
定
等
に
つ
い
て
検
討
」。

諮
問
を
受
け
た
委
員
会
は
、
①
公
平
、
公
正
で
透
明
性
の

高
い
入
札
・
契
約
制
度
の
確
立
、
②
品
質
と
適
正
な
履
行

の
確
保
、
③
地
元
経
済
の
活
性
化
と
市
民
の
雇
用
環
境
安

定
の
確
立
、
と
い
う
三
つ
の
基
本
目
標
に
留
意
し
な
が
ら

検
討
を
進
め
、
最
終
的
に
「
高
知
市
入
札
・
契
約
制
度
基

本
指
針
（
提
言
書
）」（
以
下
、「
基
本
指
針
」）
を
と
り
ま

と
め
、
同
年
一
一
月
三
〇
日
に
市
長
に
提
出
し
た
。

　
「
基
本
指
針
」
は
、
右
記
の
三
つ
の
基
本
目
標
ご
と
に
、

以
下
の
と
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
目
標
を
定
め
て
い
る
。

○　

基
本
目
標
①
「
公
平
、
公
正
で
透
明
性
の
高
い
入
札
・
契

約
制
度
の
確
立
」
の
個
別
目
標

①　

一
般
競
争
入
札
の
拡
大

②　

特
命
随
意
契
約
の
見
直
し

③　

工
事
及
び
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の
予
定
価
格
の

事
前
公
表
の
取
り
止
め

④　

入
札
・
契
約
事
務
の
電
子
化

⑤　

契
約
情
報
の
公
開

○　

基
本
目
標
②「
公
共
調
達
に
お
け
る
社
会
的
価
値
の
実
現
、

品
質
と
適
正
な
履
行
の
確
保
」
の
個
別
目
標

①　

総
合
評
価
落
札
方
式
の
拡
大

②　

業
務
委
託
に
お
け
る
予
定
価
格
、
及
び
最
低
制
限
価
格

の
適
正
な
設
定

③　

履
行
検
収
体
制
の
充
実

○　

基
本
目
標
③
「
地
元
経
済
の
活
性
化
と
市
民
の
雇
用
環
境

の
安
定
の
確
立
」
の
個
別
目
標

①　

地
元
優
先
発
注
と
競
争
性
の
確
保

②　

社
会
的
貢
献
度
の
高
い
企
業
へ
の
発
注

③　

雇
用
環
境
安
定
へ
の
具
体
的
施
策
の
実
施

　

あ
わ
せ
て
、「
基
本
指
針
」
に
は
公
契
約
条
例
に
つ
い

て
以
下
の
内
容
で
の
言
及
が
あ
り
、
現
在
か
ら
振
り
返
れ

ば
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
展
開
に
お
い
て
一
定
の
意
義
を
持
っ

た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

一
定
金
額
以
上
の
賃
金
支
払
い
を
義
務
付
け
る
「
公
契
約
条

例
」
に
つ
い
て
は
、
賃
金
の
支
払
い
状
況
の
確
認
方
法
や
、
調

査
に
か
か
る
コ
ス
ト
、
人
員
の
問
題
な
ど
解
決
す
べ
き
多
く
の

課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
導
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
労
働
者
の
賃
金
水
準
の
確
保
が
雇
用
環
境
安
定
に
向
け
て

の
大
き
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
請
願
採
択
の
意

義
を
踏
ま
え
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
研
究
・
検
討
を
進
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。（
中
略
）

　

こ
う
し
た
雇
用
環
境
の
安
定
や
、
社
会
的
貢
献
度
の
高
い
企

業
へ
の
発
注
を
目
的
と
し
た
「
政
策
入
札
」
を
実
行
し
て
い
く

た
め
に
は
、「
入
札
・
契
約
制
度
基
本
方
針
」
の
策
定
に
加
え
、

公
共
調
達
の
理
念
を
宣
言
し
た
「
基
本
条
例
」
の
制
定
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

⑶　
「
高
知
市
入
札
・
契
約
制
度
基
本
方
針
」
の
策
定

　
　

と
そ
の
意
義

　

委
員
会
か
ら
「
基
本
指
針
」
の
提
出
を
受
け
た
市
は
、

程
な
く
「
高
知
市
入
札
・
契
約
制
度
基
本
方
針
」（
二
〇

一
一
年
三
月
七
日
策
定
、
同
年
四
月
一
日
施
行
）
を
策
定

し
、
三
つ
の
基
本
目
標
と
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
目
標
を
宣
言

し
た
。

　

個
別
目
標
の
内
容
は
概
ね
「
基
本
指
針
」
の
内
容
を
踏

襲
し
て
い
る
が
、
公
契
約
条
例
に
つ
い
て
は
「
雇
用
環
境

安
定
へ
の
具
体
的
施
策
の
実
施
」
の
項
目
の
中
で
以
下
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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二
年
一
月
一
日
公
布
、同
年
四
月
一
日
に
施
行
と
な
っ
た
。

　
「
基
本
条
例
」
の
制
定
に
は
、「
基
本
方
針
」
の
謳
う
、

公
共
調
達
の
諸
理
念
を
よ
り
確
実
に
実
現
さ
せ
る
た
め

に
、
市
の
責
務
は
も
ち
ろ
ん
、
公
共
調
達
に
関
わ
る
事
業

者
等
の
果
た
す
べ
き
責
務
を
も
明
確
化
す
る
こ
と
が
企
図

さ
れ
て
い
る
。

　
「
基
本
条
例
」
の
定
め
る
公
共
調
達
の
基
本
理
念
は
、

以
下
の
四
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
そ
の
過
程
全
般
に

お
い
て
、
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
が
促
進
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
過
程
全
般
に
お
い
て
、
公
平
性
及

び
公
正
性
を
貫
き
、
透
明
性
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
③
公
共
調
達
に
よ
り
調
達
す
る
も
の
の
品
質
、
価

格
及
び
履
行
の
適
正
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

④
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
並
び
に
地
域
経
済
の
健

全
な
発
展
に
配
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
調
達

先
と
な
る
事
業
者
等
の
責
務
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
点
を

定
め
て
い
る
。

①　

公
共
調
達
の
過
程
全
般
に
お
い
て
、
常
に
社
会
的

な
責
任
を
自
覚
し
、
当
該
成
果
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

質
の
向
上
、
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
、
市
民

の
福
祉
の
向
上
、
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
等
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

自
ら
が
雇
用
し
専
ら
公
共
調
達
に
従
事
す
る
者
に

対
し
、
そ
の
職
務
、
業
務
、
責
任
の
度
合
い
、
経
験

年
数
等
を
考
慮
し
、
適
正
な
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

③　

そ
の
下
請
負
者
に
対
し
、
適
正
な
請
負
代
金
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

…
一
定
金
額
以
上
の
賃
金
支
払
い
を
義
務
付
け
る
「
公
契
約

条
例
」
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
賃
金
の
支
払
い
状
況
の
確
認
方

法
や
、
調
査
に
か
か
る
コ
ス
ト
、
人
員
の
問
題
な
ど
解
決
す
べ

き
多
く
の
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
は
、
雇
用
環
境
の
安

定
や
社
会
的
貢
献
度
の
高
い
企
業
へ
の
発
注
な
ど
、
本
市
の
公

共
調
達
の
理
念
を
宣
言
し
た
「
基
本
条
例
」
を
制
定
す
る
こ
と

と
し
、
現
行
制
度
の
中
で
、
雇
用
環
境
安
定
の
施
策
を
講
じ
る

こ
と
と
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
市
は
「
基
本
方
針
」
の
中
で
、
賃
金
保
障

型
の
公
契
約
条
例
の
制
定
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
は
、
市
の
公
共
調

達
に
関
す
る
理
念
を
定
め
る
基
本
条
例
の
制
定
に
よ
っ
て

対
応
し
て
い
く
と
宣
言
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
翌
年
の
「
高
知
市
公
共
調
達
基
本
条
例
」
の
制
定

の
根
拠
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
数
年
後
に
は
、
賃
金
保
障

型
の
公
契
約
条
例
で
あ
る
現
行
の
「
高
知
市
公
共
調
達
条

例
」
が
こ
の
基
本
条
例
の
改
正
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

高
知
市
に
お
け
る
公
契
約
条
例
の
制
定
（
公
共
調
達
基

本
条
例
の
制
定
、
公
共
調
達
条
例
へ
の
改
正
）
の
経
緯
を

振
り
返
る
と
、「
基
本
方
針
」
の
策
定
と
、
そ
の
中
で
の
公

契
約
条
例
へ
の
言
及
が
一
定
の
意
義
を
有
し
た
と
考
え
る
。

　

⑷  

「
高
知
市
公
共
調
達
基
本
条
例
」
の
特
徴

　
「
高
知
市
公
共
調
達
基
本
条
例
」（
以
下
、「
基
本
条
例
」）

は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
二
七
日
に
可
決
さ
れ
、
二
〇
一

　

⑸　

理
念
型
か
ら
賃
金
保
障
型
へ
、
二
〇
一
四
年
改
正

　
　

の
背
景
・
経
緯

　

冒
頭
か
ら
く
り
返
し
述
べ
た
と
お
り
、
高
知
市
で
現
在

施
行
さ
れ
て
い
る
「
高
知
市
公
共
調
達
条
例
」
は
、
当
初

は
理
念
型
の
条
例
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
施
行
か
ら
約

二
年
半
後
の
二
〇
一
四
年
九
月
に
改
正
（
以
下
、
二
〇
一

四
年
改
正
）
さ
れ
、
賃
金
条
項
型
の
公
契
約
条
例
と
し
て

の
規
定
を
備
え
る
と
と
も
に
、
現
行
の
条
例
名
に
改
名
さ

れ
た
。
こ
の
改
正
条
例
が
二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
施
行
さ

れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　

二
〇
一
四
年
改
正
に
至
る
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
改
正

を
主
導
し
た
の
は
、
条
例
改
正
案
が
議
員
提
案
で
議
会
提

出
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
市
議
会
の
側
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

  

そ
の
上
で
、
市
議
会
が
条
例
改
正
を
志
向
し
た
理
由
と

し
て
は
、今
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
得
ら
れ
た
知
見
に
よ
れ
ば
、

内
的
な
動
機
と
、
外
的
な
動
き
へ
の
対
応
の
両
面
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

　

前
者
は
、
特
に
公
契
約
条
例
の
制
定
に
積
極
的
な
会
派

の
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
理
念
型
条
例
の
限
界
が
認
識
さ
れ

た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
理
念
型
条
例
の

限
界
と
は
、
第
一
に
、
条
例
の
理
念
に
沿
わ
な
い
不
適
切

な
対
応
が
受
注
者
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、
市

が
当
該
受
注
者
等
に
対
し
て
改
善
に
向
け
た
指
導
を
行
う

な
ど
の
具
体
的
な
関
与
（
是
正
の
た
め
の
措
置
の
実
施
、

契
約
の
解
除
、
立
入
検
査
な
ど
）
が
で
き
な
い
こ
と
、
第

二
に
、工
事
だ
け
で
な
く
業
務
委
託
や
指
定
管
理
も
含
め
、
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意
味
で
は
、
一
緒
に
、
さ
ら
に
つ
く
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
姿

勢
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願
い

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

右
記
の
市
長
答
弁
に
は
、
市
の
姿
勢
と
し
て
、
本
件
条

例
改
正
に
反
対
し
な
い
こ
と
、
改
正
案
が
可
決
さ
れ
れ
ば

制
度
運
用
に
お
い
て
協
力
し
て
い
く
こ
と
な
ど
が
表
明
さ

れ
て
い
る
。

　

結
果
的
に
二
〇
一
四
年
九
月
二
六
日
に
条
例
改
正
案
は

可
決
さ
れ（

６
）、
同
年
一
〇
月
一
日
の
公
布
を
経
て
、
翌
二
〇

一
五
年
一
〇
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
正

に
よ
り
、
条
例
名
の
改
名
と
と
も
に
、「
特
定
契
約
制
度
」

に
関
す
る
諸
規
定
（
詳
細
後
述
）
の
追
加
、
公
共
調
達
審

議
会
の
拡
充
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

改
正
条
例
の
公
布
の
翌
日
、
改
正
案
の
策
定
・
提
案
に

関
わ
っ
た
市
議
会
五
会
派
は
、
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
で
寄
せ

ら
れ
た
諸
団
体
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
、
市
が
今
後
優
先

し
て
取
り
組
む
べ
き
改
善
点
を
、「
予
定
価
格
・
工
期
」、「
入

札
制
度
」、「
適
正
な
契
約
の
履
行
を
検
証
す
る
体
制
の
整

備
」
の
三
つ
の
区
分
で
と
り
ま
と
め
、
市
長
に
要
望
書
を

提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
た
市
（
総
務
部
契
約
課
）

は
、
二
〇
一
五
年
六
月
に
、
こ
の
要
望
書
に
対
す
る
対
応

方
針
（
資
料
２
）
を
ま
と
め
、五
会
派
に
返
答
し
て
い
る
。

　

⑹　

二
〇
一
四
年
改
正
後
の
動
き

　

条
例
改
正
後
の
動
き
と
し
て
は
、「
基
本
方
針
」
な
ど

が
改
定
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
八
日
）
さ
れ
た
ほ
か
、
附

則
に
基
づ
く
見
直
し
が
以
下
の
と
お
り
実
施
さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
の
雇
用
・
労
働
条
件
に
関
す
る
実
態
の
把
握
が
十

分
に
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

後
者
は
、
従
前
よ
り
公
契
約
条
例
の
制
定
を
求
め
て
き

た
労
働
組
合
諸
団
体
の
動
き
へ
の
対
応
で
あ
る
。
本
件
条

例
改
正
案
は
二
〇
一
四
年
九
月
の
市
議
会
定
例
会
で
審
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
定
例
会
の
開
会
に
先
立
ち
、

高
知
県
建
設
労
働
組
合
お
よ
び
連
合
高
知
か
ら
「
公
契
約

の
下
で
働
く
労
働
者
の
公
正
な
労
働
条
件
の
確
保
に
関
す

る
要
請
」
が
市
議
会
議
長
に
提
出
さ
れ
た
ほ
か
、
高
知
県

建
設
労
働
組
合
は
市
議
会
の
全
会
派
を
回
り
、
条
例
制
定

の
要
請
書
を
渡
し
て
直
に
説
明
を
す
る
と
い
う
動
き
が

あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
市
内
の
事
業
者
団
体
の
一
部
か
ら
は
、

条
例
改
正
に
反
対
す
る
陳
情
や
要
望
書
が
議
会
や
各
会
派

に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
動
き
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
市
側
は
自
ら
条
例
改
正
案

を
提
出
す
る
こ
と
に
は
躊
躇
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
先

ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
条
例
改
正
案
の
議
会
提
出
は
議

員
提
案
に
よ
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
の
議
員
提
案
に
よ
る
条
例
改
正
案
は
、「
川
崎
市
契

約
条
例
」（
昭
和
三
九
年
三
月
三
〇
日
条
例
第
一
四
号
）

を
モ
デ
ル
に
、
会
派
間
協
議
と
、
全
会
派
が
参
加
し
て
設

置
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
で
の
議
論
を
経
て
作
成
さ
れ

て
い
る（

５
）。

ど
の
よ
う
な
内
容
に
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、

会
派
に
よ
っ
て
主
張
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
っ
た
が
、
成
立
を

最
優
先
の
目
標
と
し
、
最
終
的
に
一
つ
の
案
と
し
て
ま
と

め
た
。条
例
改
正
案
の
提
案
理
由
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

①　

財
政
再
建
策
の
一
つ
と
し
て
市
が
進
め
る
公
的
サ
ー
ビ
ス

の
民
間
委
託
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
拡
大
や
入
札
制
度
に

お
け
る
未
解
決
の
課
題
が
、
長
引
く
デ
フ
レ
経
済
と
相
ま
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
官
製
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
行
政
が
つ
く
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
惑
を
払
拭
す
る
政
策
の
実
行
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②　

二
〇
一
〇
年
九
月
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
「
公
共
工
事

に
お
け
る
賃
金
確
保
法
（
公
契
約
法
）
の
条
例
制
定
に
関
す

る
請
願
」
を
採
択
し
て
か
ら
丸
四
年
が
経
過
し
、
市
執
行
機

関
側
が
条
例
改
正
を
躊
躇
す
る
な
か
で
、
議
会
が
議
案
提
案

権
を
行
使
し
て
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
請
願
を
採
択
し

た
議
会
の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

　

こ
の
改
正
案
の
議
会
審
議
で
は
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
が
、

こ
う
し
た
な
か
で
岡
﨑
市
長
は
以
下
の
答
弁
を
し
て
い
る

（
二
〇
一
四
年
九
月
一
七
日
）。

　

…
現
在
の
高
知
市
が
提
案
を
し
ま
し
た
公
共
調
達
の
条
例
に

つ
き
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
理
念
条
例
と
言
わ
れ
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
議
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
さ
ら
に
一

歩
進
ん
だ
上
で
実
務
的
な
条
例
に
改
正
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と

で
、
そ
の
こ
と
に
は
敬
意
を
表
す
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

具
体
的
な
今
後
の
運
用
と
い
う
こ
と
も
重
要
に
な
っ
て
ま
い

り
ま
す
。
条
例
の
審
議
、
ま
た
委
員
会
の
も
と
で
の
御
意
見
を

踏
ま
え
ま
し
て
、
条
例
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
ら
、
そ
の
執
行
状

況
も
踏
ま
え
た
体
制
の
整
備
も
含
め
て
、
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
議
会
側
か
ら
の
も
っ
と
実
務
的
な
条
例
と
い
う
こ

と
に
敬
意
を
表
し
ま
し
て
、
我
々
も
執
行
部
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
努
力
を
、
今
後
と
も
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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改
正
条
例
で
は
、
附
則
第
六
項
に
「
平
成
二
七
年
一
〇

月
一
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
新
条
例
の
規
定
の
施
行
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
検
討
の
結
果
に
応
じ
て
、

所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
記
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
二
〇
一
八
年
九
月
末
を
期
限
と
し
て
、
改
正
条
例

の
施
行
状
況
に
検
討
を
加
え
、
検
討
結
果
に
よ
っ
て
は
条

例
の
見
直
し
を
行
う
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

こ
の
附
則
第
六
項
を
踏
ま
え
た
条
例
の
一
部
改
正
案

は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
を
経
て
、
二
〇
一
八

年
九
月
二
六
日
を
も
っ
て
可
決
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
八

年
改
正
の
内
容
は
、
労
務
報
酬
下
限
額
の
勘
案
基
準
、
対

象
労
働
者
の
定
義
、
下
請
け
事
業
者
の
責
任
の
明
確
化
な

ど
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
詳
し
く

は
後
述
す
る
。

２
．
公
共
調
達
条
例
の
実
施
体
制

　

⑴　

入
札
・
契
約
の
主
管
課
と
そ
の
専
決
区
分

　

二
〇
一
八
年
現
在
、
高
知
市
に
お
け
る
入
札
・
契
約
の

主
管
課
は
、
総
務
部
の
契
約
課
で
あ
る
。「
高
知
市
事
務

分
掌
規
則
」（
平
成
一
二
年
四
月
一
日
規
則
第
五
一
号
、

最
終
改
正
：
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
規
則
第
二
一
号
）
第

六
条
に
よ
る
と
、
契
約
課
の
分
掌
事
務
と
し
て
は
、
以
下

の
三
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

①　

工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
物
品
の
購
入
、
そ
の
他

設
計
又
は
業
務
委
託
等
の
一
般
競
争
（
指
名
競
争
）

入
札
参
加
者
の
資
格
審
査
及
び
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

②　

物
品
、
工
事
（
製
造
の
請
負
を
含
む
。）
及
び
設

＜資料２＞ 「公契約における課題への取り組みに関する要望書」要望事項に関する状況及び対応方針等

（平成27年６月　総務部契約課）

要望事項 状況・対応方針

１　予定価格・工期

　　現場状況に応じた適正な設計、工期設定

○　事業の施行においては、現場の状況に応じた適切な予定価格の

算定、工期の設定を行うことを周知・徹底する。（都市建設部技

術監理課）

２　入札制度 ⑴　最低制限価格の引き上げ ○　最低制限価格での入札が多くなっている現状は認識している

が、最低制限価格で受注しても事業者が利益を確保できるように

するためにその引き上げを行うことは、競争を通じてより効率的

な調達を行うという競争入札本来の目的からみると必ずしも適当

とはいえない。

　　最低制限価格制度における競争性の阻害という課題の解決と適

正な履行の確保を両立させるには、価格の引き上げではなく、予

定価格の適正な設定と自動落札方式の見直しを検討すべきと考え

ている。

⑵　工事発注の平準化 ○　現行の予算・会計制度の下で、計画的かつ効率的な発注に努め

る。

⑶　業務委託の予定価格適正化 ○　予定価格の積算基準づくりを進めている。

　　平成24年度実施　建物清掃業務

平成26年度　団地下水道施設、農業集落排水施設の維持管理等

　　　　　　業務

平成27年度　人的警備業務、浄化槽保守点検及び清掃業務

 （10人槽以下）

平成28年度予定　浄化槽保守点検及び清掃業務 （11人槽以上）

⑷　予定価格制度の弾力運用 ○　現行法令上は、予定価格を上回る額での契約締結は行えない。

　市況価格と設計単価との乖離が著しく、適正な予定価格の積算

が困難な場合には、業者見積りを活用し市況価格を反映させる等

の方法で対応する。

３　適正な契約の履行を検証する体制の整備 ○　適正な契約の履行を確保・確認することは契約上最も重要な事

項である。予定価格の適正な積算とともに、検査に係る体制・仕

組みの整備を進める。
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に
係
る
施
策
を
推
進
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
民
間
委
員

で
構
成
す
る
「
高
知
市
公
共
調
達
審
議
会
」
を
二
〇
一
二

年
四
月
よ
り
設
置
し
て
い
る
。
審
議
会
の
設
置
は
条
例
に

根
拠
を
持
つ
ほ
か
、
運
営
な
ど
に
関
す
る
「
高
知
市
公
共

調
達
審
議
会
規
則
」（
平
成
二
四
年
四
月
一
日
規
則
第
二

二
号
）
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　

同
審
議
会
の
設
置
は
「
基
本
条
例
」（
第
八
条
）
の
施

行
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
審
議
会
自
体
は
、
い
わ
ば
理
念

型
の
公
契
約
条
例
の
時
代
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
基
本
指
針
」
を
検
討
し
た
前
出
の
「
高

知
市
入
札
・
契
約
制
度
検
討
委
員
会
」（
二
〇
一
〇
年
五

月
～
一
一
月
）
が
前
身
と
な
っ
て
お
り
、
条
例
の
二
〇
一

四
年
改
正
を
経
て
、
委
員
の
増
員
、
役
割
の
追
加
が
行
わ

れ
て
い
る
。

　

現
行
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
審
議
会
の
主
な
役
割
は
、

①
「
労
働
報
酬
下
限
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
の
市
長

の
諮
問
へ
の
答
申
」（
第
七
条
第
三
項
、
第
一
二
条
第
一

項
）、
②
「
条
例
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

の
市
長
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
自
発
的
に
、
調
査
審
議
す

る
こ
と
」（
第
一
二
条
第
一
項
）
の
二
項
目
で
あ
る
。
前

者
は
二
〇
一
四
年
条
例
改
正
で
追
加
さ
れ
た
項
目
、
後
者

は
条
例
制
定
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　

委
員
の
数
は
、「
基
本
条
例
」
で
は
「
五
人
以
内
」（
第

八
条
第
三
項
）
と
さ
れ
、前
身
と
な
っ
た
「
高
知
市
入
札
・

契
約
制
度
検
討
委
員
会
」
の
委
員
四
名
と
、
こ
れ
に
社
会

保
険
労
務
士
一
名
を
加
え
た
五
名
体
制
で
出
発
し
た
。
そ

の
後
、二
〇
一
四
年
条
例
改
正
に
よ
り
「
七
人
以
内
」（
第

一
二
条
第
二
項
）
と
変
更
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
現
在
で
は

七
名
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
七
名
の
内
訳
は
、
公
益
代
表

（
大
学
教
員
、
弁
護
士
、
社
会
保
険
労
務
士
）
三
名
、
労

働
者
団
体
代
表
二
名
、
事
業
者
代
表
二
名
で
あ
る
。「
Ｉ

Ｌ
Ｏ
第
一
四
四
号
条
約
」（
一
九
七
六
年
作
成
／
一
九
七

八
年
効
力
発
生
／
二
〇
〇
三
年
六
月
一
四
日
、
日
本
で
の

効
力
発
生
）
の
規
定
す
る
、
労
働
者
代
表
、
使
用
者
代
表
、

公
益
代
表
の
三
者
構
成
に
よ
る
審
議
会
の
要
件
を
備
え
た

も
の
で
あ
る
。

　

委
員
の
任
期
は
二
年
。
現
状
を
見
る
限
り
、
会
議
の
年

あ
た
り
の
開
催
回
数
は
四
回
が
基
本
で
、
条
例
改
正
が
行

わ
れ
る
年
に
は
五
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。

３
．「
特
定
契
約
制
度
」
の
特
徴

　

⑴　

二
〇
一
四
年
改
正
の
主
旨

　
「
基
本
条
例
」
の
二
〇
一
四
年
改
正
の
主
旨
は
、
理
念

型
の
公
契
約
条
例
と
さ
れ
る
同
条
例
を
、
賃
金
保
障
型
の

公
共
契
約
条
例
の
規
定
を
備
え
る
条
例
へ
と
改
め
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
特
定
契
約
制
度
」
に
関
す
る
諸

規
定
が
追
加
さ
れ
る
な
ど
の
改
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
「
特
定
契
約
制
度
」
の
定
義
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲

載
の
説
明
を
引
け
ば
、「
市
が
発
注
す
る
請
負
工
事
や
委

託
業
務
の
う
ち
、
条
例
で
定
め
る
契
約
と
指
定
管
理
協
定

に
係
る
業
務
に
お
い
て
従
事
す
る
労
働
者
に
、
本
市
が
定

め
る
基
準
額
（
労
働
報
酬
下
限
額
）
以
上
の
賃
金
の
支
払

や
「
労
務
台
帳
」
及
び
「
誓
約
書
」
の
提
出
を
受
注
者
及

び
受
注
関
係
者
（
下
請
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か

を
問
わ
ず
、
高
知
市
以
外
の
者
か
ら
特
定
契
約
に
係
る
作

業
の
一
部
を
請
け
負
う
者
を
い
う
。）
に
義
務
付
け
る
も

計
委
託
等
の
契
約
に
関
す
る
こ
と
（
業
務
委
託
及
び

賃
貸
借
契
約
を
除
く
。）。 

③　

契
約
事
務
に
係
る
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。 

　

契
約
課
の
職
員
配
置
は
、
二
〇
一
八
年
度
に
お
い
て
は

一
一
名
で
あ
る
。
契
約
課
長
一
名
、
課
長
補
佐
一
名
の
も

と
、
工
事
契
約
担
当
と
し
て
係
長
一
名
と
担
当
職
員
三
名

が
、
物
品
・
業
務
委
託
契
約
担
当
と
し
て
係
長
一
名
と
担

当
職
員
四
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
条
例
改
正
へ
の
対
応
も
一
つ
の
要
因
と
な
り
、

二
〇
一
五
年
四
月
か
ら
物
品
・
業
務
委
託
契
約
担
当
職
員

が
一
名
増
員
に
な
っ
て
い
る
。
公
共
調
達
条
例
に
関
す
る

事
務
は
課
全
体
で
対
応
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

専
決
区
分
上
、
契
約
課
に
よ
る
取
り
扱
い
と
さ
れ
る
入

札
・
契
約
事
務
は
、「
高
知
市
職
務
権
限
規
程
」（
平
成
六

年
四
月
一
日
庁
達
第
八
号
）
別
表
一
に
よ
り
、
予
定
価
格

一
三
〇
万
円
を
超
え
る
工
事
全
般
の
入
札
・
契
約
事
務
、

一
件
あ
た
り
同
五
〇
万
円
超
の
工
事
関
係
業
務
委
託
の
入

札
・
契
約
事
務
、「
高
知
市
物
品
会
計
規
則
」（
平
成
八
年
四

月
一
日
規
則
第
三
一
号
）
第
一
一
条
に
よ
り
、
一
件
あ
た
り

同
一
〇
万
円
以
上
の
物
品
購
入
の
入
札
・
契
約
事
務（

７
）で
あ
る
。

な
お
、
工
事
関
係
業
務
委
託
以
外
の
、
清
掃
や
警
備
と
い
っ

た
業
務
委
託
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
そ
の
入
札
・
契
約
事

務
は
各
原
課
で
行
う
も
の
と
さ
れ
る
が
、
一
定
金
額
以
上
の

案
件
に
は
契
約
課
と
の
合
議
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑵　

高
知
市
公
共
調
達
審
議
会

　

高
知
市
で
は
、「
適
正
か
つ
公
正
な
公
共
調
達
の
実
施
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⑶　

対
象
労
働
者

　

特
定
契
約
制
度
の
対
象
労
働
者
は
、
特
定
工
事
請
負
契

約
と
特
定
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の

と
お
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

特
定
工
事
請
負
契
約
に
係
る
対
象
労
働
者
は
、
①
当
該

請
負
工
事
に
お
い
て
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
掲
げ
る

五
一
職
種
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
者
、
②
当
該
請
負
工

事
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
「
労
働
基
準
法
」
第
九
条
に

規
定
す
る
労
働
者
（
正
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、

日
雇
い
労
働
者
等
）、
③
当
該
請
負
工
事
に
係
る
作
業
を

請
負
契
約
に
よ
り
行
う
一
人
親
方
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　

特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る
対
象
労
働
者
は
、
当
該
受

託
業
務
等
に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
「
労
働
基
準
法
」
第

九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
（
正
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
、
日
雇
い
労
働
者
等
）
と
さ
れ
て
い
る
。
対
象
労
働

者
は
、
受
注
者
に
雇
用
さ
れ
る
者
だ
け
で
な
く
、
下
請
業

者
、
再
委
託
業
者
に
雇
用
さ
れ
る
者
、
特
定
契
約
に
係
る

業
務
に
派
遣
さ
れ
る
者
を
含
む
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
二
〇
一
八
年
改
正
に
よ
り
、
対
象
労
働
者
の
定

義
の
さ
ら
な
る
明
確
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
条
例
第
七
条

第
二
号
が
改
正
さ
れ
、
特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る
対
象

労
働
者
に
は
派
遣
労
働
者
（「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法

律
」（
昭
和
六
〇
年
七
月
五
日
法
律
第
八
八
号
）
第
二
条

第
二
号
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
高
知
公
共
調
達
条
例
施
行
規
則
」（
平
成
二
七
年
一
〇
月

一
日
規
則
第
九
三
号
）
を
改
正
し
、
特
定
契
約
制
度
の
適

用
除
外
と
な
る
「
規
則
等
で
定
め
る
者
」
に
つ
い
て
、
新

の
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、「
高
知
市
公
共
調
達
条
例
」
が
備
え
る
、
賃

金
保
障
型
の
公
契
約
条
例
と
し
て
の
規
定
は
、
こ
の
「
特

定
契
約
制
度
」
に
関
す
る
諸
規
定
が
そ
の
根
幹
を
な
し
て

い
る
。

　

⑵　

適
用
範
囲

　

高
知
市
の
締
結
す
る
公
契
約
に
お
い
て
、
特
定
契
約
制

度
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

○　

予
定
価
格
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
工
事
請
負

契
約

○　

年
間
委
託
費
の
予
定
価
格
が
五
〇
〇
万
円
以
上
の

業
務
委
託
契
約
で
、
以
下
の
四
つ
の
業
務
分
野
に
か

か
る
も
の

①　

庁
舎
等
に
係
る
建
物
清
掃
業
務

②　

庁
舎
等
に
係
る
人
的
警
備
業
務

③　

庁
舎
等
に
係
る
受
付
案
内
業
務
、
電
話
交
換
業

務
及
び
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務

　
　

④　

給
食
調
理
業
務

○　

公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理
協
定
（
全
件
）

　

条
例
上
、
特
定
契
約
制
度
の
適
用
を
受
け
る
工
事
請
負

契
約
を
「
特
定
工
事
請
負
契
約
」、
同
制
度
の
適
用
を
受

け
る
業
務
委
託
契
約
お
よ
び
指
定
管
理
協
定
を
「
特
定
業

務
委
託
契
約
」
と
い
う
。

　

制
度
施
行
か
ら
二
〇
一
八
年
八
月
末
ま
で
の
適
用
実
績

（
上
下
水
道
局
発
注
分
含
む
）
は
、
累
計
で
工
事
請
負
五

一
件
、業
務
委
託
五
五
件
、指
定
管
理
協
定
二
二
件
と
い
う
。

設
し
た
第
二
条
の
二
で
以
下
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
を

明
記
し
た
。

①　

同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
又
は
事
業
所
に
使

用
さ
れ
る
者
及
び
家
事
使
用
人

②　

最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
四
年
法
律
第
一
三
七
号
）
第
七

条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者

③　

特
定
工
事
請
負
契
約
に
係
る
作
業
に
お
け
る
現
場
代
理

人
、
主
任
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者

④　

外
国
の
工
場
に
お
い
て
製
作
に
従
事
す
る
者

⑤　

特
定
工
事
請
負
契
約
又
は
特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る

作
業
に
従
事
し
た
時
間
が
三
〇
分
に
満
た
な
い
者

⑥　

条
例
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者

（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
が
委
託
す
る
業
務
の

う
ち
、
定
期
業
務
（
毎
週
一
時
間
以
上
の
作
業
を
継
続
し

て
行
う
業
務
を
い
う
。）
以
外
の
業
務
に
係
る
作
業
に
従

事
す
る
者

　

⑷　

労
働
報
酬
下
限
額
の
決
定
方
法

　

条
例
第
八
条
第
五
号
お
よ
び
第
七
号
に
よ
り
、
特
定
工

事
請
負
契
約
お
よ
び
特
定
業
務
委
託
契
約
の
受
注
者
等
は
、

市
の
定
め
る
労
働
報
酬
下
限
額
を
上
回
る
労
働
報
酬
を
、

自
ら
の
雇
用
す
る
対
象
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
を
義
務
づ

け
ら
れ
る
。

　

労
働
報
酬
下
限
額
は
、条
例
第
七
条
第
三
項
に
基
づ
き
、

年
度
ご
と
に
高
知
市
公
共
調
達
審
議
会
で
検
討
さ
れ
、
そ

の
答
申
を
踏
ま
え
て
市
長
が
定
め
、
告
示
す
る
こ
と
と
さ
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れ
て
い
る
。

　

図
表
１
は
、
現
行
条
例
の
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
五
～
一

八
年
に
お
け
る
、
労
働
報
酬
下
限
額
の
金
額
と
、
そ
の
算

出
に
あ
た
っ
て
の
考
え
方
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
下

限
額
は
、
ま
ず
大
き
く
は
特
定
業
務
委
託
契
約
に
適
用
さ

れ
る
額
と
特
定
工
事
請
負
契
約
に
適
用
さ
れ
る
額
が
分
け

ら
れ
、後
者
は
雇
用
労
働
者
と
一
人
親
方
に
分
け
ら
れ
る
。

　

以
下
、
二
〇
一
五
～
一
八
年
の
下
限
額
と
算
出
根
拠
の

推
移
で
あ
る（

８
）。

　

ア　

特
定
業
務
委
託
契
約
の
労
働
報
酬
下
限
額
の
推
移

　

特
定
業
務
委
託
契
約
の
労
働
報
酬
下
限
額
は
、
最
初
の

二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
日
適
用
の
下
限
額
で
は
、
地
域
別

最
低
賃
金
と
生
活
保
護
費
の
い
わ
ゆ
る
逆
転
現
象
の
な
か

で
、
生
活
保
護
費
を
勘
案
す
べ
き
基
準
と
し
た
。
具
体
的

に
は
、
一
九
歳
・
単
身
者
の
住
宅
扶
助
を
除
い
た
生
活
保

護
費
を
基
に
一
時
間
当
た
り
の
労
働
報
酬
下
限
額
七
二
〇

円
を
算
出
し
た
。

　

二
〇
一
七
年
一
月
一
日
適
用
の
下
限
額
は
、
前
回
の
下

限
額
七
二
〇
円
に
、
高
知
県
最
低
賃
金
の
二
〇
一
四
年
適

用
額
（
六
七
七
円
）
と
二
〇
一
六
年
適
用
額
（
七
一
五
円
）

を
比
較
し
た
際
の
上
昇
率
（
一
〇
五
・
六
一
％
）
を
か
け

合
わ
せ
、
七
六
一
円
と
し
た
。

　

二
〇
一
八
年
一
月
一
日
適
用
の
下
限
額
も
、
前
回
の
考
え

方
を
引
き
続
き
、
最
初
の
下
限
額
七
二
〇
円
に
、
高
知
県
最

低
賃
金
の
二
〇
一
四
年
適
用
額
（
六
七
七
円
）
と
二
〇
一
七

年
適
用
額
（
七
三
七
円
）
を
比
較
し
た
際
の
上
昇
率
（
一
〇

八
・
八
六
％
）
を
か
け
合
わ
せ
、
七
八
四
円
と
し
た
。

＜図表１＞　高知市の特定契約制度における労働報酬下限額および算定根拠の推移 （2015～18）

適用年月日

適用対象労働者

（参考）

高知県の

最低賃金

特定業務委託契約
特定工事請負契約

雇用労働者
一人親方

下限額 根拠 下限額 根拠

2015年

10月１日
720円

19歳・単身者の住宅

扶助を除いた生活保

護費（月額72,290

円）を基準とし、収

入認定を行った後の

生活保護打ち切りの

収入基準月額95,490

円に社会保険料負担

を控除した後の額と

して、121,000円を

算出。121,000÷21

日÷８＝720円

720円

特定業務委託契約の

労務報酬下限額を適

用

公共工事設計労務単

価の80％
677→693円

2017年

１月１日
761円

高知県の最低賃金の

上昇率（2014年度比

105.61％）を2015

年度の下減額（720

円）に乗じる。720

円× 1 0 5 . 6 1％＝

760.39円→761円

761円

特定業務委託契約の

労務報酬下限額を適

用

公共工事設計労務単

価の80％
693→715円

2018年

１月１日
784円

高知県の最低賃金の

上昇率（2014年度比

108.86％）を2015年

度下減額（720円）

に乗じる。

交通誘導警

備員Ａ･Ｂ:

784円

特定業務委託契約の

労務報酬下限額を適

用

公共工事設計労務単

価の80％
715→737円

上記以外の

職種:840円

平成28年賃金構造基

本統計調査（高知

県・建設業）の19歳

までの所定内給与額

から時給換算とした

額

※　高知市でのヒアリング実施時（2018年10月４日）の入手資料に基づき、2019年３月、正木作成。
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市
が
工
事
費
の
積
算
に
用
い
る
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
に
お
い
て
職
種
ご
と
の
単
価
と
し
て
定
め
ら
れ
た

金
額
及
び
特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る
労
働
報
酬
下
限

額

　

○　

特
定
業
務
委
託
契
約

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
四
四
号
）
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基

準
に
お
い
て
本
市
に
適
用
さ
れ
る
額

　
　
　

↓

　

国
民
生
活
基
礎
調
査
規
則
（
昭
和
六
一
年
厚
生
省
令

第
三
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
生
活
基
礎
調
査

等
に
基
づ
く
貧
困
線
の
額
、
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
四

年
法
律
第
一
三
七
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

域
別
最
低
賃
金
及
び
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
五
年
法
律

第
一
四
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
本
市
に
適
用
さ
れ
る
額

　

⑸  

制
度
運
用
の
主
な
特
徴

　

ア　

契
約
書
・
協
定
書
へ
の
「
特
約
」
の
添
付

　

高
知
市
策
定
『
特
定
契
約
制
度
の
手
引
き
（
平
成
三
一

年
一
月
版
）』（
以
下
、『
手
引
き
』）（
本
稿
執
筆
時
点
で

の
最
新
版
、
二
〇
一
八
年
の
条
例
改
正
後
と
し
て
は
初
の

改
定
版
）
を
見
る
と
、
特
定
契
約
制
度
の
適
用
を
受
け
る

契
約
・
協
定
で
は
、
契
約
書
・
協
定
書
に
「
特
約
」
が
添

付
さ
れ
る
。

　

特
約
条
項
は
、
特
定
工
事
請
負
契
約
と
特
定
業
務
委
託

　

イ　

特
定
工
事
請
負
契
約
の
労
働
報
酬
下
限
額
の
推
移

　

特
定
工
事
請
負
契
約
の
労
働
報
酬
下
限
額
は
、
先
述
の

と
お
り
、
雇
用
労
働
者
と
一
人
親
方
を
分
け
て
算
出
し
て

い
る
。

　

こ
の
う
ち
一
人
親
方
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
一
貫
し
て

算
出
根
拠
は
「
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
の
八
〇
％
」
と

さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇

月
一
日
適
用
お
よ
び
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
適
用
の
各
下

限
額
は
特
定
業
務
委
託
契
約
の
下
限
額
が
適
用
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
七
二
〇
円
、
七
六
一
円
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が

二
〇
一
八
年
一
月
一
日
適
用
の
下
限
額
か
ら
は
、
一
部
の

職
種
（
交
通
誘
導
警
備
員
Ａ
・
Ｂ
）
を
除
き
、
新
た
な
基

準
で
独
自
の
額
が
算
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
二

〇
一
八
年
一
月
一
日
適
用
の
下
限
額
に
お
け
る
新
た
な
基

準
は
、「
平
成
二
八
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査（
高
知
県
・

建
設
業
）
の
一
九
歳
ま
で
の
所
定
内
給
与
額
か
ら
時
給
換

算
と
し
た
額
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
一
時
間
当
た
り

八
四
〇
円
が
算
出
さ
れ
た
。

　

な
お
、
二
〇
一
八
年
改
正
で
は
、
労
働
報
酬
下
限
額
を

定
め
る
際
に
勘
案
す
る
基
準
に
関
わ
っ
て
、
条
例
第
七
条

第
二
項
が
以
下
の
改
正
を
受
け
て
い
る
。

○　

特
定
工
事
請
負
契
約　

　

市
が
工
事
費
の
積
算
に
用
い
る
公
共
工
事
設
計
労
務

単
価
に
お
い
て
職
種
ご
と
の
単
価
と
し
て
定
め
ら
れ
た

金
額

　
　
　

↓

契
約
で
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
ど

ち
ら
も
概
ね
条
例
第
八
条
（
特
定
工
事
請
負
契
約
等
の
内

容
）
を
基
本
に
、
違
約
金
に
関
す
る
規
定
を
合
わ
せ
た
、

以
下
の
全
一
〇
条
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
条　

台
帳
の
作
成
等

　

第
二
条　

特
定
工
事
請
負
契
約
（
も
し
く
は
特
定
業
務

　
　
　
　
　

委
託
契
約
）
に
係
る
事
項
の
周
知

　

第
三
条　

対
象
労
働
者
か
ら
の
申
出
へ
の
対
応

　

第
四
条　

労
働
報
酬
の
支
払
い

　

第
五
条　

不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止

　

第
六
条　

誓
約
書
の
提
出
等

　

第
七
条　

立
入
調
査
等

　

第
八
条　

是
正
措
置

　

第
九
条　

契
約
の
解
除
に
関
す
る
特
則

　

第
一
〇
条　

違
約
金

イ　

受
注
者
が
作
成
・
提
出
す
る
労
務
台
帳
の
取
り
扱

い
と
記
載
内
容

　

特
定
工
事
請
負
契
約
、
特
定
業
務
委
託
契
約
の
受
注
者

は
、
労
務
台
帳
に
つ
い
て
、
第
八
条
に
よ
り
、
作
成
し
た

労
務
台
帳
の
写
し
の
市
へ
の
提
出
、
対
象
作
業
の
事
業
場

等
に
備
え
置
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
受
注
者
は
、
特
定
契
約
に
か
か
る
作
業
の
一
部

を
下
請
け
に
出
す
場
合
、
下
請
け
事
業
者
に
対
し
、「
対

象
労
働
者
に
支
払
う
労
働
報
酬
の
額
が
基
準
額
を
下
回
ら

な
い
こ
と
」、「
台
帳
を
作
成
し
、
そ
の
写
し
を
受
注
者
に

提
出
す
る
こ
と
」
な
ど
を
遵
守
す
る
こ
と
を
記
し
た
誓
約

書
を
作
成
さ
せ
、市
に
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
第

八
条
第
七
号
）。
誓
約
書
に
基
づ
き
労
務
台
帳
の
写
し
の
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⑮　

適
否
確
認
（
労
働
報
酬
額
が
基
準
額
以
上
で
あ
れ
ば

「
適
」、
未
満
で
あ
れ
ば
「
不
適
」
の
自
動
表
示
）

　

こ
の
提
出
を
受
け
た
市
の
職
員
が
、
記
入
さ
れ
た
内
容

に
基
づ
き
、
特
定
契
約
の
履
行
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と

に
な
る
。
特
定
工
事
請
負
契
約
の
労
務
台
帳
の
チ
ェ
ッ
ク

作
業
に
つ
い
て
は
、
契
約
課
の
工
事
契
約
担
当
職
員
が
対

応
し
て
お
り
、
各
案
件
の
担
当
職
員
を
中
心
に
、
全
員
で

全
件
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

労
務
台
帳
の
提
出
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
統
一
し
、
受
注

者
等
が
記
入
す
る
事
項
を
な
る
べ
く
簡
略
化
す
る
こ
と
で
、

発
注
者
と
受
注
事
業
者
の
双
方
の
作
業
コ
ス
ト
を
軽
減
す

る
こ
と
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。

　

ウ　

契
約
の
不
履
行
へ
の
対
応

　

対
象
労
働
者
に
労
働
報
酬
下
限
額
を
下
回
る
賃
金
が
支

払
わ
れ
た
場
合
な
ど
、
契
約
違
反
へ
の
対
応
に
関
す
る

ル
ー
ル
と
し
て
は
、
条
例
（
二
〇
一
八
年
改
正
後
）
第
八

条
～
第
一
〇
条
か
ら
以
下
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
。

  

ま
ず
対
象
労
働
者
に
労
働
報
酬
下
限
額
を
下
回
る
賃
金

が
支
払
わ
れ
た
場
合
、
第
九
条
に
よ
り
、
当
該
対
象
労
働

者
は
、
発
注
者
（
市
長
、
公
営
企
業
管
理
者
）
も
し
く
は

受
注
者
（
元
請
け
事
業
者
）、
受
注
関
係
者
（
下
請
け
事

業
者
）
に
対
し
、
適
正
な
報
酬
額
の
支
払
い
を
求
め
る
申

出
を
行
う
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
受
注
者
は
こ
の
申

出
を
受
け
た
と
き
、
第
八
条
に
よ
り
、
申
出
を
行
っ
た
対

象
労
働
者
に
対
し
、
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
（
第
四
号
）

の
ほ
か
、
解
雇
や
請
負
契
約
の
解
除
な
ど
の
不
利
益
な
取

扱
い
を
す
る
こ
と
の
禁
止（
第
六
号
）が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

提
出
を
受
け
た
受
注
者
は
、
こ
れ
を
市
に
提
出
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
（
第
八
条
第
八
号
）。

　

労
務
台
帳
の
提
出
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
な
様
式
（
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
）
に
、『
手

引
き
』
に
示
す
労
働
報
酬
や
基
準
額
の
算
定
方
法
に
従
う

な
ど
し
て
、
受
注
者
等
が
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、

こ
れ
を
市
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
受
注
者
等

が
様
式
へ
の
記
入
を
求
め
ら
れ
る
事
項
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。

①　

特
定
契
約
に
関
す
る
事
項
（
工
事
名
、
工
事
場
所
、
契

約
日
、
工
期
な
ど
）

②　

受
注
者
に
関
す
る
事
項
（
名
称
な
ど
）

③　

労
務
台
帳
に
関
す
る
事
項
（
作
成
日
、対
象
期
間
な
ど
）

④　

台
帳
作
成
者
（
受
注
者
か
下
請
負
人
（
再
委
託
先
）
か

選
択
）

⑤　

下
請
負
人
に
関
す
る
事
項
（
名
称
な
ど
）

⑥　

下
請
け
契
約
に
関
す
る
事
項
（
契
約
の
内
容
な
ど
）

⑦　

対
象
労
働
者
の
氏
名

⑧　

労
働
者
の
種
別
（
特
定
工
事
請
負
契
約
の
み
）

⑨　

職
種

⑩　

労
働
報
酬
下
限
額

⑪　

所
定
内
労
働
時
間

⑫　

特
定
契
約
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
労
働
時
間
数
（
所

定
内
労
働
時
間
数
、
所
定
時
間
外
労
働
時
間
数
、
休
日
労

働
時
間
数
、
深
夜
労
働
時
間
数
）

⑬　

算
定
労
働
時
間
数（
右
記
⑫
の
入
力
に
よ
り
自
動
計
算
）

⑭　

労
働
報
酬
基
準
額
（
右
記
⑩
と
⑬
の
入
力
に
よ
り
自
動

計
算
）

　

対
象
労
働
者
か
ら
右
記
の
申
出
が
な
さ
れ
た
場
合
、
あ

る
い
は
、
市
の
判
断
で
特
定
契
約
の
履
行
状
況
の
確
認
が

必
要
と
認
め
る
場
合
、
第
一
〇
条
に
よ
り
、
市
は
受
注
者

に
対
し
、
必
要
な
報
告
も
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
た

り
、
ま
た
は
、
市
職
員
に
よ
る
受
注
者
の
事
業
場
へ
の
立

ち
入
り
調
査
を
実
施
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
第
一
〇
条
第
二
項
に
よ
り
、
右
記
の
受
注

者
の
事
業
場
へ
の
立
ち
入
り
調
査
な
ど
の
結
果
、
市
が
必

要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
下
請
け
事
業
者
等
の
事
業
場

へ
の
立
ち
入
り
調
査
を
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、受
注
者
に
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

市
長
等
が
違
反
状
態
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

是
正
の
命
令
を
受
け
た
受
注
者
は
速
や
か
に
是
正
に
対
応

し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
市
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
是
正
に
応
じ
ず
、
虚
偽
の
報
告
、
虚
偽
の
資
料
の

提
出
、
立
ち
入
り
調
査
の
拒
否
・
妨
げ
・
忌
避
な
ど
の
対

応
を
し
た
場
合
に
は
、
市
長
等
は
、
特
定
工
事
請
負
契
約

な
い
し
特
定
業
務
委
託
契
約
の
解
除
、
指
定
管
理
協
定
の

取
り
消
し
、
期
間
を
定
め
た
指
定
管
理
業
務
の
全
部
な
い

し
一
部
の
停
止
の
命
令
な
ど
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
違
反
し
た
事
業
者
に
対
す
る
罰
則
と
し

て
、
契
約
を
解
除
し
た
と
き
は
、
特
約
条
項
第
一
〇
条
に

よ
り
、
違
約
金
の
徴
収
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

４
．
条
例
の
効
果
と
課
題

  

今
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
市
契
約
課
に
、
特
に
二
〇
一

四
年
の
公
共
調
達
条
例
へ
の
改
正
後
に
つ
い
て
、
条
例
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
、
契
約
課
の
仕
事
の
変
化
、
新
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⑵　

契
約
課
の
職
務
の
変
化
と
新
た
な
課
題

　

契
約
課
が
担
う
公
共
調
達
条
例
関
係
の
基
本
的
な
事
務

の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
も
の
が
挙

げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
時
に
お
け
る
受
注
者
へ
の

特
約
条
項
の
説
明
、
契
約
後
に
お
け
る
特
約
条
項
の
履
行

状
況
の
確
認
、
提
出
さ
れ
た
労
務
台
帳
の
確
認
、
特
約
条

項
の
不
履
行
時
の
指
導
、
公
共
調
達
審
議
会
の
事
務
局
と

し
て
の
業
務
、
労
働
報
酬
下
限
額
を
決
め
る
際
に
参
考
と

す
る
資
料
作
成
（
業
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
・
他
自
治
体
等

へ
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
）、
契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載

等
の
管
理
、
な
ど
で
あ
る
。

　

あ
わ
せ
て
、
条
例
の
二
〇
一
四
年
改
正
後
、
事
務
の
遂

行
上
、
ど
の
よ
う
な
負
担
が
発
生
し
て
い
る
か
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

第
一
は
、
受
注
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
労
務
台
帳
の

チ
ェ
ッ
ク
作
業
で
あ
り
、
記
載
内
容
を
全
て
チ
ェ
ッ
ク
す

る
作
業
は
相
当
の
時
間
と
労
力
を
要
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
特
に
建
設
工
事
に
お
い
て
は
、
施
工
体
制
台
帳
・
下

請
施
工
通
知
書
と
労
務
台
帳
と
の
突
合
せ
を
行
い
、
適
切

に
労
務
台
帳
が
記
載
・
提
出
さ
れ
て
い
る
か
の
確
認
を
行

う
必
要
も
あ
り
、
特
に
下
請
業
者
が
多
数
の
場
合
に
は
相

当
な
労
力
の
か
か
る
作
業
に
な
る
と
い
う
。

　

第
二
は
、
制
度
や
事
務
手
続
き
に
つ
い
て
、
各
原
課
や

事
業
者
へ
の
周
知
、
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
が
必
要
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
各
原
課
に
は
基
本
的
に
協
力
し
て

も
ら
っ
て
い
る
が
、
各
課
の
職
員
の
制
度
理
解
が
ま
だ
十

分
に
進
ん
で
い
な
い
た
め
、
事
業
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ

な
ど
に
は
契
約
課
で
対
応
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
特

た
に
生
じ
た
課
題
や
悩
み
な
ど
に
つ
い
て
う
か
が
っ
た
。

以
下
、
そ
の
概
要
で
あ
る
。

　

⑴　

条
例
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

　

条
例
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
市
と
し

て
現
状
で
ど
う
整
理
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
以
下
の
回
答
が
あ
っ
た
。

　

ま
ず
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
特
定
契
約
に
従
事
す
る
労

働
者
に
対
し
て
労
働
報
酬
下
限
額
以
上
の
賃
金
が
支
払
わ

れ
て
い
る
こ
と
、
の
一
点
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
以
下
の
五
点

が
挙
げ
ら
れ
た
。

①　

公
共
調
達
に
関
わ
る
業
種
と
そ
う
で
は
な
い
業
種

の
間
に
不
公
平
感
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

②　

同
一
事
業
所
内
で
公
共
調
達
に
関
わ
る
労
働
者
と

そ
う
で
は
な
い
労
働
者
の
間
に
賃
金
格
差
が
生
じ
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

③　

賃
金
単
価
を
下
限
額
ま
で
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
、
雇
用
者
数
の
減
少
が
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
こ
と
。

④　

受
注
者
と
下
請
事
業
者
の
事
務
負
担
が
生
じ
る
こ

と
。

⑤　

発
注
者
の
事
務
負
担
が
生
じ
る
こ
と
。

　

以
上
か
ら
、
特
定
契
約
制
度
の
適
用
の
有
無
が
も
た
ら

す
労
働
者
の
賃
金
等
の
差
と
、同
制
度
に
よ
っ
て
発
注
者
・

受
注
者
の
双
方
に
発
生
す
る
事
務
の
負
担
の
増
加
が
特
に

問
題
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

に
一
般
の
業
務
委
託
は
基
本
的
に
各
原
課
が
契
約
事
務
を

担
当
し
て
い
る
た
め
、
公
共
調
達
条
例
に
よ
っ
て
必
要
に

な
っ
た
作
業
を
確
実
に
遂
行
さ
せ
る
に
は
、
契
約
課
か
ら

各
原
課
に
指
示
を
出
す
必
要
も
発
生
し
て
い
る
。こ
の
点
、

契
約
課
以
外
の
各
原
課
の
職
員
を
対
象
と
し
た
公
共
調
達

条
例
に
関
す
る
研
修
の
実
施
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
は
、
公
共
調
達
審
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
務
作

業
、
情
報
収
集
の
作
業
な
ど
で
あ
る
。
特
に
労
働
報
酬
下

限
額
を
議
論
す
る
に
あ
た
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
情
報

の
収
集
や
会
議
資
料
の
作
成
は
契
約
課
で
行
っ
て
お
り
、

そ
の
方
法
は
、
高
知
市
指
名
業
者
へ
の
賃
金
等
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
求
人
情
報
の
確
認
な
ど
、
一
定
の
時
間
と
労
力
を

要
す
る
も
の
で
あ
る
。
調
査
結
果
や
収
集
情
報
を
会
議
へ

の
提
出
資
料
と
し
て
整
理
す
る
作
業
も
あ
る
。
会
議
の
開

催
回
数
が
増
え
る
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
作
業
量
も
増
え
る
。

　

第
四
に
、
条
例
に
関
す
る
他
の
自
治
体
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
へ
の
対
応
や
、
視
察
等
へ
の
対
応
も
挙
げ
ら
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
現
下
の
課
題
と
し
て
、
条
例
の
効
果
の
検

証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
一
般
市
民
へ
の
周
知
が
な
か
な

か
進
ん
で
い
か
な
い
こ
と
、
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
た
。

５
．
ま
と
め
に
代
え
て

－

高
知
市
の
取
り
組
み
に
学
ぶ

  

最
後
に
、
以
上
で
見
て
き
た
、
高
知
市
の
公
共
調
達
条

例
の
制
定
・
改
正
プ
ロ
セ
ス
や
制
度
運
用
の
現
状
を
踏
ま

え
て
、
同
市
の
取
り
組
み
か
ら
他
の
自
治
体
が
学
び
う
る

点
に
つ
い
て
整
理
し
た
い
。

　

高
知
市
の
取
り
組
み
の
最
大
の
特
徴
は
、公
共
調
達（
基
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求
め
る
請
願
・
陳
情
を
断
続
的
に
議
会
に
提
出
し
、
そ
れ

を
議
会
に
採
択
さ
せ
る
と
い
う
運
動
を
続
け
て
き
た
。
こ

れ
が
市
議
会
の
主
導
に
よ
る
条
例
改
正
へ
の
取
り
組
み
を

背
後
か
ら
支
え
、
最
終
的
に
賃
金
保
障
型
の
公
契
約
条
例

（
公
共
調
達
条
例
）
が
実
現
す
る
大
き
な
流
れ
を
つ
く
っ

た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
二
〇
一
四
年

の
条
例
改
正
案
の
提
案
理
由
の
一
つ
「
二
〇
一
〇
年
九
月

市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
「
公
共
工
事
に
お
け
る
賃
金
確

保
法
（
公
契
約
法
）
の
条
例
制
定
に
関
す
る
請
願
」
を
採

択
し
て
か
ら
丸
四
年
が
経
過
し
、
市
執
行
機
関
側
が
条
例

改
正
を
躊
躇
す
る
な
か
で
、
議
会
が
議
案
提
案
権
を
行
使

し
て
そ
れ
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
請
願
を
採
択
し
た
議
会

の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
に
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
議
会
が
主
導
す
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
労
働
運

動
や
市
民
運
動
な
ど
の
後
押
し
が
な
け
れ
ば
、
公
契
約
条

例
の
制
定
は
難
し
い
と
い
う
現
実
を
あ
ら
た
め
て
実
感
さ

せ
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
も
紹
介
し
た
と
お
り
、
公
共
調
達
条
例
へ
の
改

正
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
八
年
秋
、
附
則
に
基
づ

き
、
条
例
の
施
行
状
況
の
検
討
と
、
同
検
討
結
果
に
基
づ

く
条
例
改
正
が
実
際
に
行
わ
れ
、
制
度
の
「
つ
く
り
込
み
」）

（1
（

が
一
歩
進
ん
だ
と
言
え
る
。
高
知
市
の
公
契
約
制
度
（
特

定
契
約
制
度
）
は
依
然
改
良
が
続
い
て
お
り
、
次
の
見
直

し
に
向
け
て
、
引
き
続
き
現
場
の
知
恵
や
制
度
運
用
の
技

術
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
庁
内
の
制
度

運
用
の
体
制
整
備
、
制
度
の
市
民
周
知
、
受
注
す
る
事
業

者
の
制
度
理
解
の
さ
ら
な
る
深
ま
り
を
願
う
。

　

全
国
の
公
契
約
条
例
の
制
定
自
治
体
は
、
冒
頭
で
も
述

べ
た
と
お
り
、
す
で
に
五
〇
団
体
ほ
ど
ま
で
に
増
え
て
い

本
）
条
例
の
制
定
・
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
る
。
理
念
型

の
公
契
約
条
例
を
ま
ず
制
定
し
、
そ
の
後
賃
金
保
障
型
に

改
正
し
た
と
い
う
事
例
は
、
現
状
で
は
他
に
例
が
な
い
。

　

高
知
市
で
右
記
の
条
例
制
定
・
改
正
が
実
現
し
得
た
要

因
と
し
て
は
、
以
下
の
諸
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　

第
一
は
、
公
共
調
達
に
関
す
る
市
と
し
て
の
基
本
方
針

を
策
定
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
理
念
の
地
域
へ
の
波

及
な
ど
を
目
的
に
、
程
な
く
公
共
調
達
に
関
す
る
理
念
を

条
例
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
公
共
調
達
に
関
す
る
基
本
理

念
や
基
本
方
針
の
策
定
自
体
は
全
国
的
に
一
定
の
広
が
り

が
見
ら
れ
る
が（

９
）、
そ
れ
を
ほ
ぼ
同
時
期
に
条
例
化
し
た
こ

と
に
お
い
て
高
知
市
は
際
立
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
高

知
市
の
場
合
、「
基
本
方
針
」
で
公
契
約
条
例
の
制
定
が

検
討
課
題
と
し
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
の
条
例
改

正
へ
の
布
石
と
な
っ
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
市
議
会
が
公
契
約
条
例
の
制
定
に
向
け
た
姿

勢
を
維
持
し
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。
高
知
市
議
会
で
は
、

管
見
の
限
り
、
二
〇
〇
七
年
以
降
、
労
働
組
合
諸
団
体
が

提
出
し
て
く
る
公
契
約
条
例
の
制
定
を
求
め
る
陳
情
・
請

願
を
二
度
採
択
し
て
き
た
。
ま
た
、
二
〇
一
四
年
の
公
共

調
達
基
本
条
例
の
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
市
側
が
自
ら
条

例
改
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
な
か
で
、
党
派

の
垣
根
を
越
え
て
協
力
し
、
議
員
提
案
に
よ
っ
て
条
例
改

正
案
を
提
出
し
た
。
現
行
の
公
共
調
達
条
例
の
実
現
に
お

い
て
、
市
議
会
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。

　

第
三
は
、
労
働
組
合
諸
団
体
に
よ
る
条
例
制
定
を
求
め

る
動
き
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
高
知
市
で
は
二
〇
〇

七
年
以
降
、
労
働
組
合
諸
団
体
が
公
契
約
条
例
の
制
定
を

る
。
そ
の
半
数
以
上

）
（（
（

は
理
念
型
の
条
例
で
あ
り
、
こ
の
中

か
ら
、
理
念
型
か
ら
賃
金
保
障
型
へ
の
条
例
改
正
を
目
指

す
自
治
体
が
今
後
現
れ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
高
知
市

の
経
験
や
実
践
が
後
続
の
自
治
体
に
と
っ
て
の
手
引
き
と

な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

【
謝
辞
と
留
保
】

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
高
知
市
総
務
部
契
約
課
の
植
田

浩
二
課
長
に
、内
容
の
確
認
な
ど
で
特
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

お
名
前
を
記
し
、
謝
意
を
表
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
稿
の
内
容
は
、
高
知
市
の
公
式
な
見
解
で
は
な
く
、

本
稿
に
残
り
う
る
一
切
の
誤
り
は
筆
者
の
責
任
で
す
。

【
注
】

（
１
）　

二
〇
一
七
年
三
月
発
足
。
構
成
団
体
は
、
日
本
労
働
組

合
総
連
合
会
北
海
道
連
合
会
（
連
合
北
海
道
）
の
ほ
か
、

全
国
建
設
労
働
組
合
総
連
合
北
海
道
建
設
労
働
組
合
連
合

会
（
全
建
総
連
北
海
道
）、
全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合

北
海
道
本
部
（
自
治
労
道
本
部
）、北
海
道
公
務
公
共
サ
ー

ビ
ス
労
働
組
合
協
議
会
（
北
海
道
公
務
労
協
）、
公
益
社

団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
。
委
員
は
各
団
体
の
関

係
者
計
一
五
人
で
構
成
し
、
筆
者
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

（
２
）　

公
契
約
Ｗ
Ｔ
に
よ
る
道
外
の
公
契
約
条
例
自
治
体
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、本
稿
脱
稿
時
の
二
〇
一
九
年
三
月
現
在
、

東
京
都
多
摩
市
、
同
千
代
田
区
、
高
知
県
高
知
市
の
三
団

体
で
実
施
済
み
で
あ
る
。
多
摩
市
調
査
に
関
す
る
レ
ポ
ー

ト
は
本
誌
二
〇
一
八
年
一
一
月
号
（
第
五
九
八
号
）
に
掲

載
し
た
。

（
３
）　

連
合
総
合
労
働
局
（
二
〇
一
八
）
に
よ
る
と
、
公
契
約
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の
全
国
的
な
成
立
状
況
等
に
鑑
み
て
、
本
市
で
働
く
全
て

の
人
々
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
慎
重
に
審
議
す
る
時
間
の

確
保
が
重
要
」
と
さ
れ
て
い
た
。

（
７
）　

教
育
委
員
会
は
八
〇
万
円
ま
で
自
ら
実
施
。本
庁
外（
保

健
所
、
消
防
局
な
ど
）
は
、
金
額
の
縛
り
な
く
各
所
管
で

行
う
。

（
８
）　

本
稿
の
脱
稿
時
、
新
規
の
下
限
額
（
二
〇
一
九
年
一
月

一
日
適
用
の
下
限
額
）
も
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
告
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
基
に
な
っ
た
調
査
の
実

施
（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
四
日
）
後
で
あ
る
た
め
、
本
稿

で
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。

（
９
）  

全
国
の
自
治
体
に
お
け
る
策
定
状
況
に
つ
い
て
は
調
査

未
実
施
で
あ
り
、
別
の
機
会
に
譲
る
。
公
契
約
Ｗ
Ｔ
の
道

内
全
市
調
査
（
二
〇
一
八
年
二
月
～
三
月
）
に
よ
り
、
道

内
三
五
市
の
う
ち
で
は
六
市
で
基
本
方
針
も
し
く
は
基
本

指
針
が
策
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
詳
細
は
公

契
約
Ｗ
Ｔ
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（1
）　

本
稿
１

－

⑷
で
引
用
し
た
岡
﨑
市
長
の
議
会
答
弁
で
の

表
現
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

（
（（
）　

注
３
参
照
。
理
念
型
は
四
九
の
う
ち
二
七
。

【
参
考
文
献
・
資
料
】

・　

上
林
陽
治
「
公
契
約
条
例
の
現
状
と
要
件
」（『
北
海
道
自

治
研
究
』
第
五
九
四
号
所
収
二
～
一
二
頁
）
公
益
社
団
法
人

北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
七
月

・　

公
契
約
条
例
を
社
会
に
広
げ
る
こ
と
を
め
ざ
す
ワ
ー
キ
ン

グ
チ
ー
ム
（
公
契
約
Ｗ
Ｔ
）「
入
札
・
契
約
に
関
す
る
道
内

全
市
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
」（『
北
海
道
自
治

研
究
』
第
五
九
二
号
所
収
二
～
一
九
頁
）
公
益
社
団
法
人
北

条
例
は
、
二
〇
一
八
年
六
月
現
在
、
全
国
の
四
九
自
治
体

で
制
定
さ
れ
て
い
る
。
公
契
約
条
例
は
大
き
く
二
つ
の
タ

イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
に
支
払
う

賃
金
の
下
限
額
を
定
め
、
そ
れ
を
上
回
る
額
の
支
払
い
を

受
注
者
に
義
務
づ
け
る
こ
と
な
ど
を
具
体
的
に
規
定
す
る

「
賃
金
保
障
型
」
と
、
そ
の
よ
う
な
賃
金
の
下
限
額
に
関

す
る
規
定
を
備
え
て
い
な
い
「
理
念
型
」
で
あ
る
。
制
定

自
治
体
数
の
内
訳
は
、
前
者
が
二
二
、
後
者
は
二
七
で
あ

る
。高
知
市
条
例
は
現
在
、前
者
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）　

現
職
の
岡
﨑
誠
也
市
長
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
に
初

当
選
し
、
二
〇
一
九
年
三
月
現
在
は
四
期
目
に
当
た
る
。

二
〇
〇
八
年
春
は
二
期
目
の
二
年
目
に
当
た
る
。

（
５
）　

二
〇
一
四
年
当
時
の
高
知
市
議
会
の
会
派
構
成
は
、
民

主
党
系
の
「
市
民
ク
ラ
ブ
」、保
守
系
の
「
新
風
ク
ラ
ブ
」、

同
じ
く
保
守
系
の
「
新
こ
う
ち
未
来
」、共
産
党
系
会
派
、

公
明
党
系
会
派
の
ほ
か
、
一
人
会
派
が
一
つ
あ
っ
た
。

　

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
各
会
派
か

ら
一
名
代
表
を
出
す
こ
と
、
条
例
改
正
案
を
全
体
で
つ
く

り
込
む
こ
と
で
合
意
。「
新
こ
う
ち
未
来
」
は
途
中
で
離

脱
し
た
た
め
、
以
降
は
残
る
五
会
派
で
対
応
し
た
。

（
６
）　

議
員
提
案
か
ら
可
決
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
、『
高
知

市
議
会
だ
よ
り
一
九
五
号
』（
二
〇
一
四
年
一
一
月
一
日

発
行
）
に
以
下
の
説
明
が
あ
る
。「
一
八
日
の
本
会
議
で

提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
が
行
わ
れ
た
後
、
総
務
常
任
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。
委
員
会
で
は
賛
成
多
数
で
可

決
し
、
二
六
日
の
本
会
議
で
は
継
続
審
査
の
動
議
を
否
決

し
た
後
、
討
論
を
行
い
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。」

　

右
記
に
あ
る
継
続
審
査
の
動
議
は
「
新
こ
う
ち
未
来
」

か
ら
出
さ
れ
た
も
の
。
そ
の
理
由
は
「
同
じ
趣
旨
の
条
例

海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇
一
八
年
五
月

・　

高
知
市
議
会
『
高
知
市
議
会
だ
よ
り
一
九
五
号
』
二
〇
一

四
年
一
一
月

・　

高
知
市
総
務
部
契
約
課
『
特
定
契
約
制
度
の
手
引
き
（
平

成
三
〇
年
一
月
版
）』
二
〇
一
八
年
一
月

・　

高
知
市
総
務
部
契
約
課
『
特
定
契
約
制
度
の
手
引
き
（
平

成
三
一
年
一
月
版
）』
二
〇
一
九
年
一
月

・　

日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
（
連
合
）
総
合
労
働
局
『
公
契

約
条
例
制
定
に
向
け
た
取
り
組
み
の
手
引
き＜

初
版＞

』
二

〇
一
八
年
六
月

・　

野
口
鉄
平
「
公
契
約
条
例
制
定
の
全
国
動
向
に
つ
い
て
」

（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
五
八
二
号
所
収
二
二
～
二
六
頁
）

公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇
一
七
年
七

月

【
参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】

・　

厚
生
労
働
省
高
知
労
働
局

　
　
　

https://jsite.m
hlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/

・　

高
知
市
役
所＞

 

高
知
市
公
共
調
達
条
例
に
つ
い
て

　
　
　

http://w
w

w.city.kochi.kochi.jp/soshiki/10/

　
　
　

kokyochotatukisokuari.htm
l

・　

高
知
市
議
会＞

会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム

　
　
　

http://w
w

w.kaigiroku.net/kensaku/kochi/kochi.htm
l

※　

最
終
閲
覧
は
い
ず
れ
も
二
〇
一
九
年
二
月
二
二
日
。

＜

ま
さ
き　

こ
う
じ
・
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
研
究
員＞
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改
正

　
　

平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
条
例
第
八
三
号

　
　

平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
日
条
例
第
六
五
号

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
公
共
調
達
に
係
る
基
本
理
念
等
を
定

め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
調
達
の
競
争
性
、
公
平
性
、
公
正
性

及
び
透
明
性
を
高
め
、
調
達
す
る
も
の
の
品
質
、
価
格
及
び
履

行
の
適
正
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
適
正
な
労
働
条

件
を
確
保
す
る
等
の
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
に
配
慮
し
、

も
っ
て
市
民
の
福
祉
の
向
上
及
び
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の

意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴　

公
共
調
達　

市
が
工
事
の
請
負
契
約
、
業
務
の
委
託

に
関
す
る
契
約
、
物
件
の
買
入
れ
に
関
す
る
契
約
そ
の

他
の
契
約
及
び
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
に
基

づ
き
行
う
工
事
、
役
務
、
物
件
等
の
調
達
を
い
う
。

⑵　

事
業
者　

公
共
調
達
に
係
る
受
注
を
し
、
又
は
し
よ

う
と
す
る
者
を
い
う
。

⑶　

下
請
負
者　

下
請
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か

を
問
わ
ず
、
市
以
外
の
者
か
ら
公
共
調
達
の
一
部
に
つ

い
て
請
け
負
う
者
を
い
う
。

⑷　

市
民
等　

市
の
区
域
内
（
以
下
「
市
内
」
と
い
う
。）

に
居
住
し
、
勤
務
し
、
又
は
在
学
す
る
者
及
び
市
内
に

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
、
事
業
を
営
む
個
人
又
は

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
事
業
者
及
び
下
請
負
者
（
以
下

「
事
業
者
等
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
を
い
う
。

⑸　

社
会
的
価
値　

公
共
調
達
の
実
施
に
当
た
り
、
確
保

さ
れ
る
べ
き
公
正
労
働
基
準
、
環
境
保
全
、
男
女
共
同

参
画
、
人
権
擁
護
、
障
害
者
雇
用
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
活
性
化
等
の
社
会
的
な
価
値
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条　

公
共
調
達
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
と
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴　

そ
の
過
程
全
般
に
お
い
て
、
事
業
者
間
の
公
正
な
競

争
が
促
進
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑵　

そ
の
過
程
全
般
に
お
い
て
、
公
平
性
及
び
公
正
性
を

貫
き
、
透
明
性
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑶　

公
共
調
達
に
よ
り
調
達
す
る
も
の
の
品
質
、
価
格
及

び
履
行
の
適
正
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑷　

社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
並
び
に
地
域
経
済
の

健
全
な
発
展
に
配
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
市
の
責
務
）

第
四
条　

市
は
、
前
条
に
規
定
す
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本

理
念
」
と
い
う
。）
に
の
っ
と
り
、
適
正
か
つ
公
正
な
公
共
調

達
の
実
施
に
係
る
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
も
の
と

す
る
。

　

２　

市
は
、
公
共
調
達
の
実
施
に
お
い
て
、
常
に
適
正
な
執

行
管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
競
争
性
、
公
平
性
、
公
正
性
及

び
透
明
性
を
高
め
、
調
達
す
る
も
の
の
品
質
、
価
格
及
び
履
行

の
適
正
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

３　

市
は
、
公
共
調
達
の
実
施
に
お
い
て
、
当
該
成
果
品
及

び
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
、
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
、

市
民
の
福
祉
の
向
上
、
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
等
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
等
の
責
務
）

第
五
条　

事
業
者
等
は
、
公
共
調
達
の
過
程
全
般
に
お
い
て
、

常
に
社
会
的
な
責
任
を
自
覚
し
、
当
該
成
果
品
及
び
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
、
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
、
市
民
の
福
祉

の
向
上
、
地
域
経
済
の
健
全
な
発
展
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

２　

事
業
者
等
は
、
自
ら
が
雇
用
し
専
ら
公
共
調
達
に
従
事

す
る
者
に
対
し
、
そ
の
職
務
、
業
務
、
責
任
の
度
合
い
、
経
験

年
数
等
を
考
慮
し
、
適
正
な
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

３　

事
業
者
等
は
、
そ
の
下
請
負
者
に
対
し
、
適
正
な
請
負

代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
民
等
の
責
務
）

第
六
条　

市
民
等
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
適
正
か
つ
公

正
な
公
共
調
達
の
実
施
に
係
る
必
要
な
施
策
に
協
力
す
る
よ
う

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
報
酬
下
限
額
）

第
七
条　

市
長
は
、
毎
年
、
公
共
調
達
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

げ
る
契
約
の
種
類
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
対

象
労
働
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
一
時
間

当
た
り
の
労
働
報
酬
（
賃
金
又
は
請
負
代
金
の
う
ち
規
則
及
び

＜
資
料＞高

知
市
公
共
調
達
条
例

　

平
成
二
四
年
一
月
一
日
高
知
市
条
例
第
四
号
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地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
七
年
法
律
第
二
九
二
号
）
第
一
〇

条
に
規
定
す
る
企
業
管
理
規
程
（
以
下
「
規
則
等
」
と
い
う
。）

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
下
限
の
額（
以
下「
労

働
報
酬
下
限
額
」
と
い
う
。）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴　

予
定
価
格
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
工
事
の
請
負

契
約
（
以
下
「
特
定
工
事
請
負
契
約
」
と
い
う
。） 

次

に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
市
が
工
事
費
の
積
算
に
用
い
る

公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
掲
げ
る
職
種
に
係
る
作
業

に
従
事
す
る
も
の

ア　

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
四
九
号
）
第

九
条
に
規
定
す
る
労
働
者
（
規
則
等
で
定
め
る
者
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
労
働
者
」と
い
う
。）

で
あ
っ
て
特
定
工
事
請
負
契
約
に
係
る
作
業
に
従
事

す
る
も
の

イ　

自
ら
が
提
供
す
る
労
務
の
対
償
を
得
る
た
め
に
請

負
契
約
に
よ
り
特
定
工
事
請
負
契
約
に
係
る
作
業
に

従
事
す
る
者

⑵　

予
定
価
格
五
〇
〇
万
円
以
上
の
業
務
の
委
託
に
関
す

る
契
約
の
う
ち
規
則
等
で
定
め
る
も
の
又
は
地
方
自
治

法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七
号
）
第
二
四
四
条
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
指
定
を
受
け
た
も
の
（
以

下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。）
と
締
結
す
る
公
の
施

設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
特
定
業
務
委
託
契

約
」
と
い
う
。） 

労
働
者
（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正

な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
六
〇
年
法
律
第
八
八
号
。
以
下
「
労
働
者

派
遣
法
」
と
い
う
。）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
派

遣
労
働
者
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
特
定
業
務
委
託
契
約

に
係
る
作
業
に
従
事
す
る
も
の

　

２　

労
働
報
酬
下
限
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
契
約
の
種

類
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
額
、
市
内
の
労
働
者
の
賃
金
の

実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴　

特
定
工
事
請
負
契
約　

市
が
工
事
費
の
積
算
に
用
い

る
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
に
お
い
て
職
種
ご
と
の
単

価
と
し
て
定
め
ら
れ
た
金
額
及
び
特
定
業
務
委
託
契
約

に
係
る
労
働
報
酬
下
限
額

⑵　

特
定
業
務
委
託
契
約　

国
民
生
活
基
礎
調
査
規
則（
昭

和
六
一
年
厚
生
省
令
第
三
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る

国
民
生
活
基
礎
調
査
等
に
基
づ
く
貧
困
線
の
額
、
最
低

賃
金
法
（
昭
和
三
四
年
法
律
第
一
三
七
号
）
第
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
別
最
低
賃
金
及
び
生
活
保
護
法

（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
四
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
お
い
て
本

市
に
適
用
さ
れ
る
額

　

３　

市
長
は
、
労
働
報
酬
下
限
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
高
知
市
公
共
調
達
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

４　

市
長
は
、
労
働
報
酬
下
限
額
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
工
事
請
負
契
約
等
の
内
容
）

第
八
条　

市
長
又
は
公
営
企
業
管
理
者
（
以
下
「
市
長
等
」
と

い
う
。）
が
締
結
す
る
特
定
工
事
請
負
契
約
又
は
特
定
業
務
委

託
契
約
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

⑴　

受
注
者
（
特
定
工
事
請
負
契
約
又
は
特
定
業
務
委
託

契
約
を
市
長
等
と
締
結
し
た
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
は
、
対
象
労
働
者
の
氏
名
、
従
事
す
る
職
種
、

従
事
し
た
時
間
、
労
働
報
酬
の
額
及
び
支
払
わ
れ
る
べ

き
日
そ
の
他
規
則
等
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
台
帳

（
以
下
「
台
帳
」
と
い
う
。）
を
作
成
し
、
当
該
対
象
労

働
者
の
同
意
を
得
て
、
事
業
場
そ
の
他
適
当
な
場
所
に

備
え
置
く
こ
と
。

⑵　

受
注
者
は
、
台
帳
の
写
し
を
、
市
長
等
が
指
定
す
る

期
日
ま
で
に
市
長
等
に
提
出
す
る
こ
と
。

⑶　

受
注
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
特
定
工
事
請
負
契

約
又
は
特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る
作
業
が
行
わ
れ
る

事
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
又
は
当
該

事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
作
業
に
従
事
す
る
対
象

労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

　
　
　

ア　

対
象
労
働
者
の
範
囲

　
　
　

イ　

労
働
報
酬
下
限
額

　
　
　

ウ　

次
条
の
申
出
を
す
る
場
合
の
申
出
先

エ　

対
象
労
働
者
が
次
条
の
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
当
該
対
象
労
働
者
に
対
し
て
、
解
雇
、
請

負
契
約
の
解
除
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑷　

受
注
者
は
、
次
条
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
誠
実

に
対
応
す
る
こ
と
。

⑸　

受
注
者
が
対
象
労
働
者
に
支
払
う
労
働
報
酬
の
額
は
、

　

労
働
報
酬
下
限
額
に
当
該
労
働
に
従
事
し
た
時
間
数
と

し
て
規
則
等
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
時
間
数

を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
基
準
額
」
と
い
う
。）
を

下
回
ら
な
い
こ
と
。

⑹　

受
注
者
は
、
対
象
労
働
者
が
次
条
の
申
出
を
し
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
対
象
労
働
者
に
対
し
て
、
解

雇
、
請
負
契
約
の
解
除
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

⑺　

受
注
者
は
、
特
定
工
事
請
負
契
約
若
し
く
は
特
定
業

務
委
託
契
約
の
内
容
の
一
部
を
下
請
負
者
に
請
け
負
わ

せ
る
と
き
、
又
は
特
定
業
務
委
託
契
約
に
係
る
作
業
に

従
事
さ
せ
る
た
め
第
三
者
か
ら
労
働
者
派
遣
（
労
働
者

派
遣
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
を
い

う
。）
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
は
、
当
該
下
請

負
者
又
は
第
三
者
（
以
下
「
受
注
関
係
者
」
と
い
う
。）

に
、
対
象
労
働
者
に
支
払
う
労
働
報
酬
の
額
が
基
準
額

を
下
回
ら
な
い
こ
と
、
台
帳
を
作
成
し
、
そ
の
写
し
を
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受
注
者
に
提
出
す
る
こ
と
そ
の
他
の
市
長
等
が
別
に
定

め
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
以
下

「
誓
約
書
」
と
い
う
。）
を
市
長
等
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

⑻　

受
注
者
は
、
受
注
関
係
者
か
ら
誓
約
書
に
基
づ
き
台

帳
の
写
し
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
長
等
が
指
定

す
る
期
日
ま
で
に
当
該
写
し
を
市
長
等
に
提
出
す
る
こ

と
。

⑼　

受
注
者
は
、
第
一
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
求
め
又
は
立
入
調
査
に
応
ず

る
こ
と
。

⑽　

第
一
〇
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
又
は
立
入
調
査
の
結
果
、
受
注

者
が
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
違
反

し
て
い
る
と
市
長
等
が
認
め
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
と
き

は
、
受
注
者
は
、
速
や
か
に
是
正
の
措
置
を
講
ず
る
と

と
も
に
、
当
該
措
置
の
内
容
を
市
長
等
が
指
定
す
る
日

ま
で
に
市
長
等
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑾　

市
長
等
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

特
定
工
事
請
負
契
約
又
は
特
定
業
務
委
託
契
約
の
解
除

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者

と
締
結
す
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
に
あ
っ

て
は
、
市
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を

定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ア　

受
注
者
が
第
一
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
の
提
出
を
し
、
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

く
は
忌
避
し
た
と
き
。

イ　

受
注
者
が
前
号
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
ず
、
又
は

同
号
の
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

た
と
き
。

ウ　

受
注
関
係
者
か
ら
誓
約
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た

と
き
。

エ　

受
注
者
が
第
八
号
の
台
帳
の
写
し
を
提
出
し
な
か
っ

た
と
き
。

⑿　

市
は
、
前
号
の
解
除
（
指
定
管
理
者
と
締
結
す
る
公

の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
協
定
に
あ
っ
て
は
、
同
号
た

だ
し
書
の
取
消
し
又
は
命
令
）
に
よ
っ
て
受
注
者
に
損

害
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
損
害
を
賠
償
す

る
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
。

（
対
象
労
働
者
の
申
出
）

第
九
条　

対
象
労
働
者
は
、
労
働
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
日

に
お
い
て
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
当
該
労
働
報
酬
が
支
払
わ
れ
て

い
な
い
と
き
、
又
は
支
払
わ
れ
た
当
該
労
働
報
酬
の
額
が
基
準

額
を
下
回
る
と
き
は
、
市
長
等
又
は
受
注
者
若
し
く
は
受
注
関

係
者
に
そ
の
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
調
査
等
）

第
一
〇
条　

市
長
等
は
、
受
注
者
に
つ
い
て
、
対
象
労
働
者
か

ら
前
条
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
特
定
工
事
請
負
契
約
若

し
く
は
特
定
業
務
委
託
契
約
に
定
め
る
第
八
条
第
一
号
か
ら
第

八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
履
行
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
受
注
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
若

し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
市
の
職
員
に
、
当
該
受
注

者
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

２　

市
長
等
は
、
受
注
関
係
者
に
つ
い
て
、
対
象
労
働
者
か

ら
前
条
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
誓
約
書
に
係
る
事
項
の

履
行
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

受
注
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を

求
め
、
又
は
市
の
職
員
に
、
当
該
受
注
関
係
者
の
事
業
場
に
立

ち
入
り
、
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３　

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職

員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
権
限

は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
指
定
出
資
法
人
等
の
契
約
）

第
一
一
条　

市
が
出
資
す
る
法
人
で
あ
っ
て
市
長
が
指
定
す
る

も
の
（
以
下
「
指
定
出
資
法
人
」
と
い
う
。）
及
び
民
間
資
金

等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
一
七
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
選
定
事
業
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
選
定
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
実
施
す
る
者
と
し
て
選
定
し
た

者
（
以
下
「
選
定
事
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
こ
の
条
例
の
趣

旨
に
の
っ
と
り
、
指
定
出
資
法
人
又
は
選
定
事
業
者
が
行
う
契

約
（
選
定
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
選
定
事
業
に
係
る
業
務
に
お

け
る
も
の
に
限
る
。）
に
関
し
て
市
に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

市
は
、
前
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
よ
う
指
定
出

資
法
人
又
は
選
定
事
業
者
に
対
し
指
導
又
は
助
言
を
行
う
も
の

と
す
る
。

（
公
共
調
達
審
議
会
の
設
置
）

第
一
二
条　

第
七
条
第
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条

例
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
市
長
の
諮
問
に
応

じ
、
又
は
自
発
的
に
、
調
査
審
議
す
る
た
め
、
高
知
市
公
共
調

達
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　

２　

審
議
会
は
、
委
員
七
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
し
、
公
共

調
達
に
係
る
制
度
並
び
に
社
会
的
価
値
の
実
現
及
び
向
上
に
関

し
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
委
嘱
す
る
。
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３　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員

の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

５　

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
組
織
及
び

運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

（
委
任
）

第
一
三
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
市

長
が
別
に
定
め
る
。

附
則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
一
日
条
例
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

　

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
題
名
の
改
正
規
定
、
第
一
条
の
改
正
規
定
、
第

七
条
の
改
正
規
定
、
第
八
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
一
二

条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の

規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

　

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
高
知
市
公
共
調
達
条
例

（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。）
第
八
条
か
ら
第
一
〇
条
ま
で
の

規
定
は
、こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）

以
後
に
公
告
又
は
通
知
す
る
新
条
例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
特
定
工
事
請
負
契
約
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る

特
定
業
務
委
託
契
約
（
同
号
に
規
定
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）
並
び
に
施
行
日
以
後
に
締
結
す
る
協
定

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
審
議
会
の
同
一
性
）

　

３　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
高
知
市
公
共
調
達
基
本
条

例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
置
か
れ
た
高
知
市
公
共
調
達
審
議
会
は
、
新
条
例
第
一
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
審
議
会
と
し
て
、
同
一
性
を

も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
議
会
委
員
の
委
嘱
等
）

　

４　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
委
嘱
さ
れ
た
高
知
市
公
共
調
達
審
議
会
の
委
員

（
以
下
「
旧
審
議
会
の
委
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
者
は
、
施
行

日
に
新
条
例
第
一
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
審
議
会
の
委

員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
そ
の
任
期

は
、
旧
審
議
会
の
委
員
と
し
て
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

５　

施
行
日
以
後
初
め
て
委
嘱
さ
れ
る
審
議
会
の
委
員
の
任

期
は
、
新
条
例
第
一
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他

の
委
員
の
残
任
期
間
に
相
当
す
る
期
間
と
す
る
。

（
検
討
）

　

６　

平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
三
年
以
内
に
、
新
条
例

の
規
定
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
検
討
の
結

果
に
応
じ
て
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
則
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
日
条
例
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

　

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

　

２　

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
か
ら
第
一
〇
条
ま

で
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。）
以
後
に
公
告
又
は
通
知
さ
れ
た
高
知
市
公
共
調
達
条

例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
工
事
請
負
契
約
及

び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
委
託
契
約
（
同
号
に
規

定
す
る
協
定
（
以
下
「
協
定
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
並
び
に

施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
た
協
定
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　


